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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に
関連する事項等について」の一部改正について

標記については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算
定できる場合の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第103号）等が公布され、
平成22年４月１日から適用されることに伴い、下記の通知の一部を改正することとした
ので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周
知徹底を図られたい。

記

・「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に
関連する事項等について」（平成18年４月28日老老発第0428001号・保医発第0428001
号）の一部改正
記以下を別添のとおり改正し、平成22年４月１日から適用する。



５ 訪問看護に関する留意事項について
(１) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、訪問看護基本

療養費(Ⅱ)を除き、原則としては算定できないが、特別訪問看護指示書に係る
指定訪問看護を行う場合及び訪問看護療養費にかかる訪問看護ステーションの
基準等（平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準告示」という。）第２の
１に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合（退院時共同指
導加算及び退院支援指導加算については、退院後行う初回の訪問看護が特別訪
問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第２の１に規定する
疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問看護情報提供療養費に
ついては、同一月に介護保険による訪問看護を受けていない場合に限る。）に
は、算定できる。
ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護において緊急時訪問看護

加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応
体制加算又は24時間連絡体制加算、介護保険における特別管理加算を算定して
いる月にあっては重症者管理加算は算定できない。

(２) 要介護被保険者等については在宅患者連携指導加算は算定できない。



うち、外部サービス利用
型指定特定施設入居者生
活介護又は外部サービス
利用型指定介護予防特定
施設入居者生活介護を受
ける者が入居する施設

介護療養施設
サービス費のう
ち、他科受診時
費用(362単位)を
算定しない日の
場合

介護療養施設
サービス費のう
ち、他科受診時
費用(362単位)を
算定した日(外泊
中)の場合

介護療養施設
サービス費のう
ち、外泊時費用
(362単位)を算定
しない日の場合

介護療養施設
サービス費のう
ち、外泊時費用
(362単位)を算定
した日(外泊中)
の場合

併設保険医療機
関

併設保険医療機
関以外の保険医
療機関

自宅、社会福祉
施設、身体障害
者施設等(短期入
所生活介護、介
護予防短期入所
生活介護、短期
入所療養介護又
は介護予防短期
入所療養介護を
受けているもの
を除く。)
※１

ア.介護老人福祉施設又は地域密着
型介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防
短期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同
生活介護又は介
護予防認知症対
応型共同生活介
護)

介護療養型医療
施設の病床以外
の病床(短期入所
療養介護又は介
護予防短期入所
療養介護を受け
ている患者を除
く。)

特定施設(指定特定施設、指定地域
密着型特定施設及び指定介護予防特
定施設に限る。)

区　分

１．入院中の患者以外の患者
(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。) ２．入院中の患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護(介護老人保健施
設の療養室又は認知症病棟の病床を
除く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護(認知症病棟の病
床に限る。)を受けている患者

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護(介護老人保健施
設の療養室に限る。)を受けている
患者

３．入所中の患者

― ○

― ○

― ○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

○ ― ×

― ○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

― ○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

―

○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。た
だし、看取り介護加算を算定してい
る場合には、算定できない。)

※１

※２

※３

※４

―

―

―

―

―

１６　調剤情報提供料
１７　服薬情報提供料

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費

が算定されている場合を除く。)
― ― ―

― ―

― ―

○
※２

― ―

― ―

― ―

上記以外 ―

―

―

―

― ― ―

○
※２

― ―

― ―

―

― ―

○
※２

(同一月において、介護保険による訪問看護を受けていない場合に限
る。)

×在宅患者連携指導加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

―

× ― ―

０３　訪問看護情報提供療養費

０１　訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)(注加算を含む。)
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付さ
れる訪問看護を行うか否かにより該当する区分を算定)

０２　訪問看護管理療養費

０１　訪問看護基本療養費(Ⅱ)(注加算を含む。)

24時間対応体制加算
24時間連絡体制加算

重症者管理加算

退院時共同指導加算
退院支援指導加算

―

○
※２

(末期の悪性腫瘍等の患者である場合又は退院後行う初回の訪問看護が特
別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合に限る。)

○
※２

○

○
※２

○
※２

(同一月おいて、緊急時訪問看護加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を
算定していない場合に限る。)

○
※２

(同一月おいて、特別管理加算を算定していない場合に限る。)

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。
　・エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
　・ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
　・疼痛コントロールのための医療用麻薬
　・インターフェロン製剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)
　・抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能又は効果を有するものに限る。)
　・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。
　・抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)
　・疼痛コントロールのための医療用麻薬
　・抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

訪
問
看
護
療
養
費

社会福祉施設、身体障害者施設等、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入居又は入所する者に係る診療報酬の算定については、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年３月31日保医発第0331002号)に特段の規定がある場合には、当該規定が適用さ
れるものであること。

調
剤

末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者に限る。

０５　訪問看護ターミナルケア療養費




